
 

 

第１部 海洋のこの１年 
 

平成 28 年度以降、我が国においては、様々な海洋に関する話題がありました。ここでは、

その主なものをトピックスとして紹介します。 

 

 

１ 有人国境離島法の成立・施行 と 
無主の離島の国有財産としての登録等 

～ 海洋管理のための離島の保全・管理への取組 ～ 
 

（１）離島の保全・管理の意義と施策の推進 

我が国は、国土面積の約 12 倍となる

約 447 万 km2 もの面積の領海及び排他

的経済水域（以下「領海等」という。）を

有しており、その面積は世界第 6 位を誇

ります。我が国は海洋法に関する国際

連合条約（平成 8 年条約第 6 号。以下

「国連海洋法条約」という。）に基づき、

領海においては領域主権、排他的経済

水域においては海洋資源の開発等に

関する主権的権利等、我が国の発展に

は不可欠な権利を行使することが認めら

れています。こうした権利の行使が認め

られている領海等は、国連海洋法条約

により領海基線から一定の距離までの

海域とされております。 

我が国には、領海基線を有する離島が約 500 島存在しており、これらの離島を適切に保

全・管理していくことが極めて重要です。 

このため、政府では、「海洋基本法」（平成 19 年法律第 33 号）に基づく「海洋基本計画」

（平成 20 年 3 月閣議決定）を上位計画として、「海洋管理のための離島の保全・管理のあり

方に関する基本方針」（平成 21 年 12 月総合海洋政策本部決定、平成 27 年 6 月改定、平

成 28 年 7 月一部改定。以下「離島の基本方針」という。）を策定しました。また、個別施策の

推進のため、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全

及び拠点施設の整備等に関する法律」（平成 22 年法律第 41 号。以下「低潮線保全法」とい

う。）や「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に

関する特別措置法」（平成 28 年法律第 33 号。以下「有人国境離島法」という。）とその法定

計画等に基づき、離島の保全・管理に政府全体で取り組んでいます。 

我が国の領海及び排他的経済水域の概念図 
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（２）有人国境離島法の成立と施行 

領海基線を有する離島又はそれと一体性のある離島で、かつ、日本国民が居住している

有人国境離島地域は、領海及び排他的経済水域の保全等に関する活動の拠点になります。

この拠点としての機能を維持するため、平成 28 年 4 月に議員立法により、有人国境離島法

が成立し、平成 29 年 4 月に施行されました。 

H21

特定離島における
拠点施設の整備

H22
「低潮線保全法」 制定（H22.6）

「低潮線保全基本計画」策定（H22.7）

低潮線の保全

沖ノ鳥島及び南鳥島
における特定離島港
湾施設の整備
（H23及びH22年度に
それぞれ着手）

「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」（「離島の基本方針」）の総合海洋政策本部決定（H21.12）

離島への名称付与

EEZの外縁を根拠付
ける離島のうち、名
称のない島（49島）
に名称を付与（H23.5
及びH24.3）

領海の外縁のみを
根拠付ける離島のう
ち、名称のない島
（158島）に名称を付
与（H26.8）

H27

領海等の外縁を根拠
付ける無人離島のう
ち無主の273島につ
いて国有財産として
登録（H29.3）

H28
継続実施中 継続実施中

実施済み

ただし、

・北方領土

・竹島

・西之島周辺離島

を除く。

離島の保全・管理に関する施策の経緯

離島の基本方針の改正（H27.6）

ウェブサイト
等を利用し
た情報発信

国境離島ウェ
ブページの開
設（H28.7）

離島及び周
辺海域にお
ける防衛態
勢の強化

与那国島へ
の沿岸監視
隊の新編・
配置（H28.3）

離島の基本
方針の改正

（H28.7）

有人国境
離島法

関連施策

※1 EEZの外縁を根拠
付ける低潮線の保全が必
要な海域（海底及びその
下を含む。）として政令で
定めるもの。

「有人国境
離島法」 制
定（H28.4）

国境離島ウェ
ブページの充
実（随時）

国境離島の保全、管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会「最終提言」(H26.6)H26

185の低潮線保全区域
※１を指定（H23.5）
○掘削の許可等の行
為規制
○巡視の実施

国庫に帰属することが
新たに判明した土地の
国有財産としての登録

EEZの外縁を根拠付ける無
人離島（89島）のうち、無主
の41島について、国有財産
として登録（H23.8)

領海の外縁のみを根拠付け
る無人離島（342島）の所有
者情報の調査を実施

この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性
が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排
他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため
、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の
維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等
の保全等に寄与することを目的とする。

１ 自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で
構成される地域（当該離島のうちに領海基線を有する離島があるものに
限る。）内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域

２ １のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するもの
の地域

有人国境離島地域

有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る
ことがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるもの（15地域（8
都道県29市町村71島）の具体名が別表に明記）

目 的

定 義

特定有人国境離島地域

○ 内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持に関する基本的な方針を定めるものとする。

○ 特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき
、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計
画を定めるよう努めるものとする。

基本方針・計画

有人国境離島地域に係る施策

＜保全＞
一 国は、国の行政機関の施設の設置に努める。
二 国は、土地の買取り等に努める。
三 国及び地方公共団体は、港湾等の整備に努める。
四 国及び地方公共団体は、外国船舶による不法入国等の違法行

為の防止に努める。
五 国及び地方公共団体は、広域の見地からの連携が図られるよう

配慮する。

＜その他＞
○ 啓発活動

保全に関する施策に加え、国及び地方公共団体は、以下に掲
げる事項について適切な配慮をする。
＜地域社会の維持＞
一 国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化（特別

の配慮）
二 国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化（特別の配慮）
三 生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減
四 雇用機会の拡充等
五 安定的な漁業経営の確保等
※ 必要な財政上の措置等を講ずるものとする。

特定有人国境離島地域に係る施策

・この法律は、一部を除き、平成29年４月１日から施行する。 また、
平成39年３月31日限り、その効力を失う。

・内閣府設置法の一部改正（本法案に係る事務の所管）等

その他（施行期日等）

国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社
会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

国の責務

有人国境離島法（平成28年４月法律第33号）の概要
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これに伴い、有人国境離島法に基づ

き「有人国境離島地域の保全及び特定

有人国境離島地域に係る地域社会の

維持に関する基本的な方針」（平成29

年4月7日内閣総理大臣決定。以下「基

本方針」という。）を策定しました。基本

方針では、まず、有人国境離島地域の

保全及び特定有人国境離島地域に係

る地域社会の維持が極めて重要である

ことを定め、保全と地域社会の維持に

関する、それぞれの施策の方向とその

内容を定めました。 

有人国境離島地域の保全に関して

は、当該地域を構成する離島を特定し

た上で、活動拠点としての機能を継続

的に維持することを基本目標とし、それ

を実現するために、国の行政機関の施

設を設置することなど施策の基本的事

項を定めました。 

また、特定有人国境離島地域に係る

地域社会の維持に関しては、当該地域

において、転入が転出を上回る状態

(人口の社会増)が実現することを基本

目標として、①航路・航空路の住民運

賃の低廉化、②農水産物の出荷に係

る輸送コストの軽減等、③滞在型観光

の促進、④雇用機会の拡充の取組等

について必要な措置を定めるとともに、

雇用機会の拡充については、「農林水

産物の生産額の水準の維持」、「開業

率の全国並みへの引き上げ」、「観光に

ついて年間延べ宿泊者数の増加」とい

った数値目標を定め、その達成を目指

すこととしています。 

このため、内閣府は、平成29年度に

「特定有人国境離島地域社会維持推

進交付金」を創設し、国費50億円で、8

都道県29市町村において実施される
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取組を支援しています。この他、関係府省においても必要な予算を計上しており、有人国境

離島法の施行初年度となる平成29年度から政府一体となって、有人国境離島地域の保全

及び特定境離島地域の地域社会の維持のために必要な施策を講じています。 

  

 

（３）無主の離島の国有財産と  

しての登録等 

離島の基本方針に基づき、我

が国の領海基線を有する無人離

島 431 島のうち、無主の離島 273

島について、国有財産としての登

録等を進めて来たところです。この

度、当該離島を所管することとなっ

た省庁において、平成 29 年 3 月

に、国有財産台帳への登載は終

了し、不動産登記は、更に詳細な

所在の確認が必要な離島を除き、

登記の嘱託を終了しました。登記

の嘱託ができなかった離島 97 島

については、市町村等の協力を求

めるなどして、できるだけ早く登記

がなされるように努めて参ります。 

 

 

 

（４）低潮線の保全及び拠点施設の整備・管理 

排他的経済水域を利用する活動を行うためには、排他的経済水域が安定的に保持され

ていること、排他的経済水域の保全及び利用のための環境が整備されていることが重要で

す。排他的経済水域の基礎となっている領海基線は、国連海洋法条約により海岸の低潮線

とされており、排他的経済水域の保持には、この低潮線の保全が必要です。また、排他的経

済水域の保全及び利用のための環境整備として、拠点施設の整備・管理が重要です。これ

らに関する施策を実施するため、低潮線保全法が平成 22 年に制定されました。低潮線の保

全については、同法に基づき、低潮線保全区域が、本土と離島合わせて 185 区域指定され

ており、同区域では、海底の掘削等、低潮線の後退や損壊に繋がる人的な行為をしようとす

る者は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。さらに、国土交通大臣

が、毎年、人為的な損壊行為が行われていないか低潮線を監視・巡視するとともに、自然侵

食による低潮線の形状の変化がないか調査を実施しています。拠点施設については、沖ノ

鳥島及び南鳥島において、国土交通大臣が港湾の施設を整備・管理しています。

国有財産台帳への登載を行った離島（273 島） 

の概略図 
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（５）領海基線を有する離島の名称付与 

領海基線を有する離島の保全・管理を適切に行う上で、国民の理解を深めるためには、

当該離島に名称が存在することが重要です。そのため、領海基線を有する離島に付されて

いる名称を確認し、名称が不明確な場合には関係機関と協議の上、名称を決定し付してき

ました。 

 領海基線を有する離島のうち排他的経済水域の基線も有する離島については、平成 23

年 5 月に 10 島、平成 24 年 3 月には 39 島に名称を付しました。平成 26 年 8 月には、領海

基線を有する離島 158 島に名称を付しました。 

低潮線保全区域の 

巡視の様子 
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ご参考 

離島の保全・管理に関する施策については、国境離島WEBページで情報を発信してい

ます。本稿の情報に加え、最新の情報も掲載していますので、ご参照ください。 

国境離島WEBページ  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kokkyouritou/ 

領海

排他的経済水域

平成26年８月に地図・海図に記載する名称を決定した離島（158島）

45～47 南西小島 他２島
48 東小島、49 鳥南西小島
50 西小島、51 前南小島

6 新冠南小島、7 節婦南小島

17 ヘソイシ、18 オオシマ、19 ギダイシ
20 黒島、21 平島
22 北山崎東小島
23 三ッ磯

130 やり島
131 ましま
132 ウグイ島
133 赤島
134 長尾鼻北小島
135 沖ノ九エ門
136 鍋島
137 沖の二ツ島
138 大ジャクリ

27 平根
28 東ボト
29 ヒラ根

13 エサンベ鼻北小島

143 いがい島
144 坊主
145 沖矢城
146 茶釜

121～123 大川瀬小島 他２島

105 七ツ瀬小島
106 亀石

107 田皆岬南西小島、108 田皆岬北小島

75 三枚ヶ瀬
76 大黒瀬、77 ソバ瀬

155 西ノ白瀬
156 水ノ下

124 一本松のはなれ
125～127 竜ノ埼南小島 他２島

58 北ノ岬北小島、59 北ノ岬東小島
60 飛石鼻北小島

61～65 松江岬西小島 他４島

39 北小島

69 瀬島

9 双ツ岩北小島
10 汐首岬南小島

158 カラカサノイボ

25 大島

26 大島

157 ミヨガ岩 24 東ノ崎東小島

1 タンネソ東小島
2 トド岩

151 鳥井崎（猫岩）

66 カメ根

70 南小島
71 小二ツ碆

72～74 タマツケ 他２島
120 ガメ瀬小島

119 西南西小島

95 スズメ北小島

94 南小島

117 新川鼻東小島、118 馬鼻崎南西小島

109 フカヌシー

140 サザエ島
141 イガイ島
139 瀬脇南小島

92 湯向北小島、93 高崎西小島
80～84 黒瀬 他４島
85～91 ヒヤセ 他６島

78 やいと

102 沖の門南東小島、103 北西小島
104 上ノ根北西小島

113～115 東小島 他２島
111 南東小島、112 南西小島

116 白保東小島

14 ベンザイアサム岩、15 ウカウプ岩

12 難波岬南小島

11 南西小島

4 鵜苫南小島
5 入船南小島

8 門別鼻南小島

3 幌満西小島

16 クキドウノ崎南小島

154 めぐり島

152 滝崎西下小島
153 滝崎西上小島

52 北東小島
54 西之岩西小島
53 沖冠岩南小島

55 臥牛角東小島、56 東崎北小島
57 四本岩北小島

40～44 北ノ鼻東小島 他４島

35 大浅根、36 大名子ノ浅根、37 タツ根、38 七尾

33 中根南西小島、34 三十根北小島
31 小川尻の根、32 水かぶり根

67 ホーラク
68 ソビエト

30 カド根

147 城北小島
148 間人北西小島
149 こやま
150 ふなぐり

142 三ツ石128 ゴウゴウ島、129 船通しの沖の瀬

79 下ノ岬北小島

98 平瀬崎北小島 96 セリ岬北小島、97 セリ岬南小島
99 作地鼻南東小島
100 女神山岬南東小島、101 トクノヲ崎北西小島

110 ヘーカニジ（カキセ）
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２ 我が国の海洋状況把握（MDA）の取組について 

 

 海洋状況把握（MDA）は、2001 年の米国同時多発テロを契機に米国で検討が開始され

た取組であり、関係政府機関の連携を強化して、国の防衛、安全、経済、環境に影響を与

える可能性のある海洋に関する事象を効果的に把握するものであります。現在では、米国・

欧州等の各国で、海洋からの様々な人為的または自然の脅威に対応するための情報共有

基盤・枠組みとして、その取組が進められています。  

 近年、我が国においても、海洋における様々な脅威が顕在化しており、領海、排他的経済

水域内での外国漁船の違法操業、近隣諸国による海洋権益を巡る主張や挑発行為の活発

化だけでなく、深刻化する自然災害、海洋汚染等、様々な脅威への対応が喫緊の課題とな

っています。こういった脅威に迅速かつ効果的に対応するためには、海洋の状況を的確に

把握することが不可欠であり、我が国の海洋状況把握の能力強化を図る必要があります。 

 このような情勢・必要性を踏まえ、我が国の MDA に関し、国家的な 3 つの計画において、

それぞれ必要な取組が提起されました。まず、海洋基本計画においては、「衛星を利用した

海洋監視の在り方など、船舶動静把握について検討」することとされており、国家安全保障

戦略においては、「海洋監視能力について、国際的ネットワークの構築に留意しつつ、宇宙

の活用も含めて総合的に強化する」と言及され、宇宙基本計画では、「MDA への宇宙技術

の活用について、航空機や船舶、地上インフラ等との組み合わせや米国との連携等を含む

総合的な観点から検討」することが明記されています。 

 これらの計画に基づき、情報の集約と共有の枠組みを検討するため、それぞれの計画を

所管する、総合海洋政策本部事務局（現内閣府総合海洋政策推進事務局）、国家安全保

障局、内閣府宇宙戦略室（現宇宙開発戦略推進事務局）が司令塔となって、海洋関連情報

を有する関係府省及び関係機関等と調整し、平成 27 年 3 月、「海洋状況把握に係る関係

府省等連絡調整会議」を設置しました。これは、関係府省間の連携を深化させ、海洋状況

把握に関する政府全体の取組を総合的かつ戦略的なものとすることを目的として設置したも

のです。 

 平成 27 年 10 月には、海洋状況把握に関する関係府省等連絡調整会議において、我が

国が実現すべき MDA のコンセプト「我が国における海洋状況把握（MDA）について」を取り

まとめ、更に翌 28 年 7 月には、「我が国の海洋状況把握の能力強化に向けた取組」を総合

海洋政策本部で決定しました。そして、現在も引続き、安全保障を含めた我が国の MDA 体

制構築のための検討が継続的に行われています。 

 MDA コンセプトでは、我が国の MDA を「我が国の海洋安全保障、海上安全、自然災害対

策、海洋環境保全、海洋産業振興・科学技術の発展等に資する海洋に関連する多様な情

報を、取扱等に留意しつつ効果的な集約・共有を図り、海洋に関連する状況を効率的に把

握すること」と定義し、その目的として、以下の 3 点をあげています。 

 海洋安全保障、海上安全上の脅威、自然災害対策等に対する迅速かつ適切な対処 

 海洋情報の効果的な活用による効率的な海洋政策の推進 
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 国際協力・国際連携への寄与 

また、同コンセプトでは、MDA 構築に

あたっての基本的な考え方を、「我が

国において実現すべきMDAは、海洋

関連情報を利用者に利用しやすい形

で提供することにより、情報の利便性

を向上させること」とし、まずは「既存

の海洋関連情報を把握・整理して、海

洋安全保障と海上安全、さらに、自然

災害対策、海洋環境保全や海洋産業

振興等に役立つように発展させてい

く」としています。 

 これを受け、平成 28 年 7 月に総合海洋政策本部で決定した「我が国の海洋状況把握の

能力強化に向けた取組」においては、次の 3 つの取組を進めていくこととしています。 

１． 海洋情報の効果的な集約・共有・提供を行うための体制整備 

２． 海洋情報の収集・取得に関する取組の強化及び海洋観測等に関する基盤の強化 

３． 海洋の観測・調査及び海洋情報の共有に関する国際協力の推進 

この１．においては、これまで

海洋情報の一元的管理及び公

開の取組の一つとして、海上保

安庁が開発・運用を行ってきた

「海洋台帳」及び「海洋政策支援

情報ツール」をシステムの基盤と

して活用し、海洋情報の集約・共

有・提供のための「海洋状況表示

システム」の整備に平成 29 年度

より着手することとされました。「海

洋状況表示システム」で集約した

情報については、関係府省間で共有・利活用するとともに、その機密性に応じて、政府外に

も公開することにより、海洋安全保障のみならず、海上安全や自然災害対策、海洋環境保

全、海洋産業振興や科学技術の発展のために広く活用されることを目指しています。 

平成 29 年 4 月に開催された総合海洋政策本部会合では、本部長である安倍総理より、

「次期海洋基本計画では、海洋の安全保障を幅広く捉えて取り上げ、領海警備、治安の確

保、災害対策等の課題の取組を強化していきます。海上保安体制の強化はもとより、様々な

脅威・リスクの早期察知に資する「海洋状況把握（MDA）」体制の確立や、国境離島の保全・

管理に万全を期してまいります。」との発言がありました。今後、MDA コンセプトや、平成 28

年 7 月の総合海洋政策本部決定、その後の更なる検討の成果等を踏まえて、MDA 体制の

早期確立を進めていくこととしています。 
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